
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体に光を照射して記録領域を形成することによって、情報を記録させる情報の記録方
法であって、
　第 1の光スポットと第２の光スポットを重なり領域を有するように形成し、前記第 1の光
スポットと前記第２の光スポットの光強度を同期的に変調させながら、前記第 1と第２の
光スポットを前記媒体に連続的に照射して

途切れのないウオブルを

情報を 記録することを特徴とする情報の記録方法。
【請求項２】
　記録中は、前記第１の光スポットの光強度と、前記第２の光スポットの光強度の合計が
、ほぼ一定であることを特徴とする請求項１記載の情報の記録方法。
【請求項３】
　前記第１の光スポットを照射するエネルギービームと、前記第２の光スポットを照射す
るエネルギービームの、それぞれの波の振動方向を略直行させることを特等とする請求項
１記載の情報の記録方法。
【請求項４】
　前記第１の光スポットは右回りの円偏光の光であり、前記第２の光スポットは左回りの
円偏光の光であることを特徴とする請求項１記載の情報の記録方法。
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、トラック中心位置から左右に任意の量だけウ
オブルした 形成し、前記第 1の光スポットと前記第２の光スポッ
トの光強度を相補的に変化させた際の変化量と、ウオブル検出信号とがリニアな関係とな
るように、 多値で



【請求項５】
　前記記録領域は、トラック方向からみて、幅が変化していることを特徴とする請求項１
記載の情報の記録方法。
【請求項６】
　媒体に情報を記録する情報記録装置であって、
　前記媒体に、複数の光スポットを重なり領域を有するように連続的に照射する手段と、
　前記複数の光スポットのパワーレベルを調整する調整手段と、
　前記複数の光スポットそれぞれの位置を調整する調整手段と、
　前記複数の光スポットそれぞれのパワーレベルを、同期して変調させる変調手段と、
　前記媒体に対して、相対的に前記照射手段を移動させる手段とを有し、
　前記変調手段により、前記媒体のトラック中心位置から左右に任意の量だけウオブルし
た途切れのないウオブルを形成し、前記複数の光スポットのパワーレベルを相補的に変化
させた際の変化量と、ウオブル検出信号とがリニアな関係となるように、情報を多値で記
録することを特徴とする情報記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、エネルギービームの照射により情報の記録が可能な情報記録媒体を用いる情報
の記録方法、その情報の再生方法、記録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、単一のレーザビームを記録媒体上に照射し、レーザビーム強度を変化させたり、或
いはレーザビーム強度を一定に保ったまま記録領域への印加磁場を変化させたりして、記
録マークやドメインを形成していた。
【０００３】
一方、高密度化のための多値記録が知られている。この多値記録に関しては、 Technical 
Digest of International Symposium on Optical Memory 2001, 2001, p238, The First 
Dye Media for Multilevel Recording System, Arioka et al, 及び同一文献  p240, Adva
nced Gray Scale Recording on Phase Change Optical Disks に記載のように、主に記録
マークやドメインの面積を変化させることにより再生信号の多値化を図っていた。
【０００４】
なお、再生信号の多値化に関しては、 Proceeding of Optical Data Storage 2000, SPIE 
Vol.4090, 2000に、溝の蛇行（ウォブル）に記録情報を持たせ、再生信号の多値化を図る
ことが知られている。なお、これは ROMであって、マスタリングされた媒体であって、記
録に関するものではない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記の単一ビームを媒体に照射する方法では、記録密度を向上させると記録ドメイン間の
距離が短縮して記録時の熱的拡散距離以内となると、互いに記録ドメイン間の熱的な干渉
が生じてしまい、高密度化に限界がある。
【０００６】
そして、高密度化のための多値記録を行う方法では、高密度化の為に記録ドメインのサイ
ズを小さくすると、記録ドメイン形成の安定度が徐々に低下してしまい、やはり高密度化
に限界がある。
【０００７】
本願の目的は、安定に、高密度記録を達成することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、以下の構成によって、達成される。即ち、複数の光スポットが媒体上で重な
り領域を有するように、複数の光スポットを同期的に変調させて、光スポットを記録媒体
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に照射する。ここで、複数の光スポットの光強度を、同期的に変調させると、複数の光ス
ポットの総和エネルギーのプロファイルが変調されるため，例えば，総和エネルギーが最
大になる位置を，光記録媒体上で任意に移動させることが可能になる。したがって，光ス
ポットの総和エネルギー最大点をトラック垂直方向に移動させることにより，結果的にウ
ォブル状に情報を記録できる。
【０００９】
このようにしてウォブル状に情報を記録することにより、多値化記録が容易になる。すな
わち、従来例における記録ドメイン面積を変化させる事による多値記録方式においては、
図４ (ａ )に示したように、記録パワーと、その記録パワーで形成された記録ドメインから
の再生光信号の強度との関係が非線形となり、多値記録のための記録パワー制御が難しい
。これに対して、本願発明の再生信号においては、複数のエネルギービームのパワーを相
補的に変化させた際の変化量と、ウォブル量検出信号 (プッシュプル信号など )とがリニア
な関係となる。従って、多値化に必要な所定の再生信号を得る為の記録制御がきわめて容
易になる。この為、本方式は特に多値化に有効である。また，本方式においては，ウォブ
ル状記録マークを形成する際に，中心位置から左右に任意の量だけウォブルさせることが
可能であり，ウォブル量に関して何ら制限するものがない。このため，任意のアナログレ
ベルに対応した信号（例えば正弦波状に変調された信号）を忠実に再現したウォブル状記
録マークをディスク媒体状に形成することが可能となるため，アナログ記録を含めた任意
の多値記録方式の適用が可能となる。
【００１０】
また，光スポット総和エネルギーが最大になる位置の移動に際しては，レンズなどを物理
的に移動させる必要がないため，超高速の移動が容易である。（原理的には光速を越える
移動も可能である。この場合，光速度を越えると言っても，実際に物質やエネルギーの移
動自体は光速を越えるわけではなく，単にエネルギーが最大になる位置が見かけ上移動す
るだけであって，アインシュタインの特殊相対性原理に反するするわけではない。これは
，異なる 2点間で光を交互に点滅させた場合，人間の目には光が 1点から別の点に一瞬で移
動したように見えるが，実際に光源自体が移動した訳ではないのと同様である。）
また、複数のエネルギービームのパワーを相補的に変化させる際にエネルギービームの総
エネルギーをほぼ一定に保つ事により、熱的に安定した記録ドメインをストライプ状に形
成する事が出来る。この場合は、記録ドメインのストライプ形状の乱れが少なくノイズの
少ない再生信号が得られて、更に多値化のレベル (多値化の数 )を上げる事が出来て記録密
度が上げられるという効果がある。
【００１１】
なお、本願発明完成後に、公知例調査を行ったところ、複数の光ビームを形成する公知技
術を見いだした。この公知技術は、特開昭５３－３２０２号に記載されており、これには
、複数の光ビームの中心軸を記録トラックに対して直交方向に所定間隔離間させて、光ビ
ームを合成させ、頂上部が平坦でかつ大きな勾配を有する光強度分布の光ビームを得るも
のである。しかし、この公知例は、複数の光スポットを同期的に変調させるものでも、ウ
ォブルさせるものでもない。
【００１２】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
図１は本発明の一実施例であり、本発明の作用を示した説明図となっている。図 1におい
て記録媒体中の記録面７に記録ドメイン６を記録データ列方向 (トラック方向 )に形成する
事により情報を記録する。この記録ドメイン６は、クロストラック方向 (トラック直交方
向 )に複数存在する。すなわち，複数の記録トラックから構成される。記録面７は、色素
、相変化材料、金属、半導体、光学結晶、光磁気記録材料，その他の光学的な性質の変化
をエネルギービーム３及びエネルギービーム４を照射することにより引き起こされる物質
である。集光レンズ５によりエネルギービーム３及びエネルギービーム４は集光される。
エネルギービーム３と記録面７の交差領域１と、エネルギービーム４と記録面７の交差領
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域２とは、互いに近接した場所に存在しているが、完全に重なっている事は無く、重なり
領域を有する有意にずれた位置にある。そのずれる方向に関しては、情報列方向ではなく
、情報列方向から有意な角度にてずれている必要が有る。図１の場合は、領域１と領域２
とは同一の大きさの円であり、円の直径の２０％程度だけクロストラック方向に領域１と
領域２とがずれた例を示している。
【００１３】
図１のケース  Aは、領域１及び領域２を含んだクロストラック方向に、記録面７上のエネ
ルギービーム３及びエネルギービーム４の強度の分布を示したものである。この場合は、
エネルギービーム３とエネルギービーム４との強度は同一である。記録面７上のエネルギ
ービーム３の強度の分布は分布１１であり、記録面７上のエネルギービーム４の強度の分
布は分布１２であり、エネルギービーム３とエネルギービーム４のトータルの強度が分布
１０となっている
図１のケース  Bは、領域１及び領域２を含んだクロストラック方向に、記録面７上のエネ
ルギービーム３及びエネルギービーム４の強度の分布を示したものである。この場合は、
エネルギービーム４はエネルギービーム３よりも強度が高い。記録面７上のエネルギービ
ーム３の強度の分布は分布２１であり、記録面７上のエネルギービーム４の強度の分布は
分布２２であり、エネルギービーム３とエネルギービーム４のトータルの強度が分布２０
となっている。この場合、分布２０の大きさ (ピーク値ないし全体積分値 )は分布１０と略
同一となっている。また、分布２０のピークのクロストラック方向位置は、分布１０のピ
ークのクロストラック方向位置に比べ、図面上で左側にズレている。
【００１４】
図１のケース  Cは、領域１及び領域２を含んだクロストラック方向に、記録面７上のエネ
ルギービーム３及びエネルギービーム４の強度の分布を示したものである。この場合は、
エネルギービーム３はエネルギービーム４よりも強度が高い。記録面７上のエネルギービ
ーム３の強度の分布は分布３１であり、記録面７上のエネルギービーム４の強度の分布は
分布３２であり、エネルギービーム３とエネルギービーム４のトータルの強度が分布３０
となっている。この場合、分布３０の大きさ (ピーク値ないし全体積分値 )は分布１０と略
同一となっている。また、分布３０のピークのクロストラック方向位置は、分布１０のピ
ークのクロストラック方向位置に比べ、図面上で右側にズレている。
【００１５】
ケース  A、ケース  B、ケース  Cを適当な順番にて変化させる事によって、記録面７に与え
るエネルギー分布を分布１０、分布２０、分布３０の如く高速に変化させることが可能で
ある。これを実施しながら、エネルギービーム３及びエネルギービーム４に対して記録面
７を記録情報列方向に相対移動させる事によって、記録ドメイン６を高速に蛇行させるこ
とが可能である。また、分布１０、分布２０、分布３０の大きさ (ピーク値ないし全体積
分値 )を略同一としながらそれぞれの分布のピーク位置を変化させることが可能であり、
常に熱的に安定した記録を記録面７に対して行う事が出来る。このような熱安定的な記録
ドメイン７（記録マーク）の書き込みは、記録ドメイン７の太さの均一化、ドメインウォ
ール（マーク周辺部）の平滑化を生じさせる為、ドメイン（マーク）形状の常に揃った安
定した情報の書き込みが出来るという効果がある。
【００１６】
また、エネルギービーム３とエネルギービーム４の強度の相違をより細分化してより沢山
のケースを設けたりする事が可能である。このような場合記録情報の多値化が可能となり
、より多くの情報を記録する事が可能となる効果がある。本実施例では，この多値化によ
り高密度の情報の記録を行った。
【００１７】
エネルギービーム３とエネルギービーム４が可干渉性を有している場合、領域１と領域２
との重なっている部分で干渉縞が発生する事が有る。このような干渉縞を除去する必要が
有る場合、例えばエネルギービーム３とエネルギービーム４の波の振動方向を略直行させ
るかあるいは右回りと左回りの円偏光を照射するのが良い。この干渉縞の除去を行った場
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合、分布１０、分布２０、分布３０の分布形状が常に安定し、常に安定した記録ドメイン
が形成できて信頼性が向上するという効果がある。
【００１８】
以下本実施例の具体構成を示す。図５は本実施例の２ビーム照射光学系を示したものであ
る。２つのビームの左右の円偏光として照射している。 2つの半導体レーザ光源 611及び 61
2から発せられて光は直線偏光であり，回折格子 641及び 642は通った後，後 1/2波長版 651
により，一方の光の偏光面を 90度回転させる。２つの光は偏光ビームスプリッタ（ PBS） 6
6でほぼ１つの光束に合成される。偏光ビームスプリッタ（ PBS） 66はレーザ 612から発せ
られた偏光方向の光は反射し，波長版 651によって回転させられた偏光方向の光は素通り
させる性質がある。ここで，ほぼ一つと表現したのは，２つの光束の角度は微妙に異なっ
ているためである。合成された光は，１ /4波長版 69によって円偏光に変換されるが，この
とき，光源 611側から来た光と 612側から来た光の偏光面は互いに直交している為，左右の
異なる円偏光にそれぞれ変換される。その後，立ち上げミラー 67対物レンズ 68を得て媒体
7上に照射され， 2つの円偏光スポットを形成する。この円偏光スポットは，前述の角度の
微妙なずれの分だけ位置が微妙にずれている。２つの光の重なりの部分においても，偏光
状態が異なるため，光が干渉してスポット形状が変形する恐れはない。光は記録媒体 7で
反射させられるが反射すると，鏡の効果により右回り円偏光は左回りに，左回り円偏光は
右回りに互いに変換されるため，反射光は 1/4波長板 69を通ると元の偏光とは直交する偏
光状態となり，結果として偏光ビームスプリッタ（ PBS）で元の光源とは互いに異なる方
向へ戻されることとなる。戻った光は回折格子で多分割検出器 621及び 622に導かれ，再生
信号，プッシュプル信号に加え，自動フォーカスやトラッキングのためのサーボ信号が生
成される。本実施例においては， 2つのスポットの位置関係を調整する際には， 1/4波長板
69本来の位置から若干回転させた位置で行った。このようにすることにより， 2つのビー
ムからの戻り光が完全に分離はしないで，同一のディテクタに入るようになる。したがっ
て，ディテクタ上でビームの位置を調整することで， 2ビームの位置正確に合わせること
が可能となる。実際にはプッシュプル検出器上で２つのビームを交互に点滅させたときに
得られるプッシュプル信号の振幅から，２つのスポットの位置ずれ量を算出することがで
きるため，本実施例ではこのことを利用して自動調整を行った。
【００１９】
本実施例では，光源して，波長 405nmの半導体レーザを 2つ用いており，開口比（ NA） 0.85
の対物レンズで，記録媒体上に集光して， 2つの隣接する光スポット対を形成している。
各スポットの直径は約 450nmであり，スポット間隔はスポット系の 20％に相当する 90nｍで
あり，２つのスポットはトラック垂直方向に 90nmだけずれている。したがって，残りの 36
0nmは重なっている。　ここで，本実施例においては，記録信号として，直交振幅変調方
式（ QAM）を用いた。まず始めに記録データは， 2系列の N値デジタル情報 (IK， QK； K=0， 1
， 2....）に変換される。ここで情報は N値であるので， 0～ N-1までの値を取るものとする
。記録信号は上記 2系列のデジタル情報列にしたがって，
S（ｔ） =Σ｛  2× IK  －（ N－ 1）｝・ Sin（ 2πｔ／ T）・ｗ（ｔ－ K・ T）
+　Σ｛  2× QK  －（ N－ 1）｝・ Cos（ 2πｔ／ T）・ｗ（ｔ－ K・ T）
と変調される。
【００２０】
ここで，Σは Kについての和をとるものとし， Tはシンボル長，ｗは窓関数である。この例
ではｗとして　ｗ（ｔ）＝ 1（ 0≦ｔ＜ T），ｗ (t)＝ 0（ｔ＜ 0， T≦ｔ）となる，矩形窓関
数を用いた。　本実施例では N＝ 6とした。各系列は 6値すなわち全体として１シンボルあ
たり 36値となる。前述の記録データから 2系列の 6値デジタル情報への変換は， 5ビットの
記録データを 36値すなわち１シンボルに対応させる方式とした。 5ビットは 32値であるの
で，残りの４値は，記録データへの位相同期と自動ゲイン補正に利用した。上記 S(t)にし
たがって，光ビーム中心位置を変調して，光記録媒体 7上にウォブル状マークを形成した
。
【００２１】
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本実施例では T＝ 35nsとし，線速度 10ｍ／秒で記録を行った。したがって，記録媒体上で
はでは 1シンボルの長さは 380nmに相当する。したがって，ビット長は 75nmとなる。また，
トラックピッチは 280nmとした。形成されたウォブル状記録マークの幅は約 120nmでウォブ
ル振幅は 60nmppである。
【００２２】
情報の再生においては、エネルギービーム３ないしエネルギービーム４の片方ないし双方
を、ケース  A～ケース  Cの場合よりも低エネルギーの状態にして記録面７に照射し、反射
光（ないしは透過光）のクロストラック方向の分布変化を検出することで、記録ドメイン
６の蛇行を検出する事が可能であり、これによって情報を再生する。　検出には 2種の方
法がある（図 6）。 2ビームを同時に照射し，その各々反射光の光量の差を信号とするビー
ム差動方式（ a）と一つのビームの反射光の光量の左右の差分を信号とする回折プッシュ
プル法（ｂ）がある。回折プッシュプル法はウォブル信号やトラッキング信号を検出する
のに従来から用いられている方式であるが，記録マークが光学的位相差を発生させないよ
うないわゆる濃淡マークの場合には反射光に位相差が生じないため使用できない。そこで
本実施例においては，ビーム差動方式 (a)を用いた。
【００２３】
再生信号を図８ (a)に示す。この再生信号は再生光スポットの分解能の影響で，高周波の
信号強度が低下しているため，再生系の周波数特性を補償する波形等化処理を行い，その
後，復調を行う。
この例では波形等化処理は再生時にのみ行っているが，記録時にも事前等化を行ってもよ
く，その場合，記録課程で生じる若干の非線形性を含めて補正しておくことができ，より
高密度な記録に適する。
【００２４】
図８（ a）の再生信号を復調するには，２種の参照波形： Sin（ 2πｔ／ T）， Cos（ 2πｔ／
T）を上記再生信号に乗算し， Tの時刻分毎積分したときの積分出力値を，上記 2系列に対
応して縦軸，横軸として直交座標にプロットすると図８（ｃ）のような結果が得られる。
この結果から， 36値の情報が再生されていることが分かる。図８（ｂ）は波形等化処理を
行わなかった際のもので，信号が分離できていない。なお、以上では分布１０、分布２０
、分布３０の大きさが略同一である場合を想定した説明となっている。これに対し、分布
１０、分布２０、分布３０の大きさを故意に変化させる場合がある。この変化により、記
録ドメイン６の幅を変化させる事が可能である。または、記録ドメイン６を記録しない部
分を形成する事が可能である。このような記録ドメイン６の有り無しや幅の変化は、記録
ドメイン６の蛇行に対して同期をかける信号として用いたり、或いは記録ドメインに対す
る付加的情報 (例えばアドレス情報や著作権保護の為のセキュリティー情報など )を記録す
る為に用いたりする事が有る。このようなことをする事により、記録されたデータの保全
性やアクセッシビリティを向上させる事が可能となる効果がある。実際，図８（ a）の再
生信号を復調する際には，前述のように参照波を生成して乗算する必要があるが，この参
照波の位相と周波数は再生信号と完全に同期が取れている必要が有る。そこで本実施例に
おいては， 220Tに一回の割合で，記録マークの幅を矩形上に太くした同期マーク部 761を
設けた（図７）。この太くした部分は，通常のデータ部分のマーク 762とは幅が異なる為
，再生時にその部分だけ反射率が変ることになる。このため，この反射率の異なる同期マ
ーク部 761は通常のウォブルのみの部分 762と容易に判別することができる。この同期マー
クは２２０ Tの周期で現れる為，参照信号を２２０分周して得られるパルスの位相を同期
マークと合わせることにより，参照信号の位相と周波数を再生信号に対して同期すること
が容易になる。これは言いかえれば，同期マークの検出信号２２０逓倍して参照信号（ク
ロック）を生成することに相当する。
【００２５】
以上では、ケース  A～ケース  Cの３ケースで説明したが、ケース  Bとケース  Cの２ケース
のみで 2値的に変調するのも可能である。この場合は、エネルギービームの強度変化制御
が容易になりシステム簡素化による信頼性向上の効果がある。このような２値変調の部分
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では前述の高密度化の効果は得られないが，信頼性が高いため，記録システム上で特に高
い信頼性が要求されるファイル管理情報や記録領域管理情報などのシステム情報の記録部
に適する。本実施例では，ディスクの最内周と最外周の約 0.5％の領域をこの 2値記録方式
で記録しており，ファイル管理・欠陥管理および記録領域管理情報の記録に利用している
。本実施例では直径 120mmディスクの１面に約 50GBの容量が記録できる。 0.5％は 250MBに
相当し，管理情報領域としては充分である。
（実施例２）
図１の実施例に於けるトラッキングの方法について図２にて述べる。図２は図１における
記録面７及び記録ドメイン６を部分拡大した説明図である。図２において、記録面７には
記録ドメイン６が形成されている。トラッキングの方法の一例としてここでは、トラッキ
ング方法Ａ、及びトラッキング方法Ｂについて述べる。
【００２６】
トラッキング方法Ａを図２ａで説明する。図２ａの記録面７の断面は断面４０の如く部分
的な凹凸ストライプ４１が形成されている。このような溝（乃至は出っ張り）に対してエ
ネルギービーム１およびエネルギービーム２を照射し、この反射光ないし透過光を検出す
る。この検出の結果からクロストラック方向の反射光ないし透過光強度の分布の変化（プ
ッシュプル信号）を検出して、これを常に一定となるようにエネルギービーム１およびエ
ネルギービーム２のクロストラック方向の位置を調整することにより、常に予期された位
置に記録ドメイン６を形成する事が出来る。なお、凹凸ストライプ４１をクロストラック
方向に蛇行させたり、クロストラック方向の幅を変化させることなどにより、凹凸ストラ
イプ４１上の物理的な位置を示すアドレス情報を凹凸ストライプ４１に持たせることが出
来る。このような場合、エネルギービームの位置決めが容易になるという効果が有る。
【００２７】
次いで、トラッキング方法Ｂを図２ｂで説明する。図２ｂの記録面７には予め千鳥マーク
５１および千鳥マーク５２が形成されている。ただし、千鳥マーク５１と千鳥マーク５２
とはクロストラック方向にずれた位置にある。エネルギービーム１およびエネルギービー
ム２が千鳥マーク５１および千鳥マーク５２を通過する際のプッシュプル信号乃至は透過
光ないし反射光の総光量の変化を検出する事によりトラッキング信号のサンプルサーボ信
号を形成して、これが常に一定の値となるようにする事により、常に予期された位置に記
録ドメイン６を形成する事が出来る。なお、千鳥マーク５１や千鳥マーク５２の形成され
ている部分には記録ドメイン６を形成しない事が考えられる。これは千鳥マーク５１や千
鳥マーク５２が常に定期的な周期で現れるようにこれらのマークを記録面上に形成し、こ
れら一定の周期の一定の期間のみは記録を行わない事により達成できる。このようにした
場合、千鳥マーク５１や千鳥マーク５２の読み出しの信頼性が向上するという効果が有る
。なお、千鳥マーク５１や千鳥マーク５２のマーク列に一定のパターンを付与し、これら
のマークに物理的な位置をあらわすのアドレス情報をもたせる事が有る。このようにした
場合、エネルギービームの位置決めが容易になるという効果が有る。なお、千鳥マーク５
１や千鳥マーク５２を予め作り込まれたプリピットの形として形成する事がある。このよ
うにした場合、千鳥マーク５１や千鳥マーク５２が消去されず、常に正しいサーボ信号が
得られて、信頼性が向上するという効果がある。
（実施例３）
図３により、本発明の別な実施例を示す。図３において、筐体１０８に取りつけられたモ
ーター１１０の回転軸１１１にはチャッキング機構１１２が取りつけられ、チャッキング
機構１１２は記録媒体１００を保持している。チャッキング機構１１２は、即ち記録媒体
１００の保持機構となっている。また、モーター１１０、回転軸１１１、及びチャッキン
グ機構１１２により、記録媒体１００とエネルギービームを相対的に移動させる移動機構
を構成している。
【００２８】
筐体１０８にはレール１１５が取りつけられている。ケース１１７にはレール１１５にガ
イドされるレールガイド１１６が取りつけられている。また、ケース１１７には直線ギア
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１１９が取り付けられており、直線ギア１１９には回転ギア１２０が取りつけられている
。筐体１０８に取りつけられた回転モーター１１８の回転を回転ギア１２０に伝えること
により、ケース１１７はレール１１５に沿って直線運動する。この直線運動の方向は、記
録媒体１００の略半径方向となっている。
【００２９】
ケース１１７には磁石１２１が取りつけられている。また、ケース１１７には、対物レン
ズ１３０を記録媒体１００の記録面の略法線方向と、記録媒体１００の略半径方向の２つ
の方向にのみ移動可能とするサスペンション１２３を介して対物レンズ１３０が取りつけ
られている。また、対物レンズ１３０には磁石１２１と略対向するようにコイル１２２が
取りつけられている。コイル１２２に電流を流すことにより、磁力的な効果により、対物
レンズ１３０は記録媒体１００の記録面の略法線方向と、記録媒体１００の略半径方向の
２つの方向に移動することが出来る。レール１１５、レールガイド１１６、ケース１１７
、磁石１２１、サスペンション１２３、コイル１２２、対物レンズ１３０により、エネル
ギービームを記録媒体１００上の所定の位置に位置付ける位置決め機構を構成している。
【００３０】
ケース１１７には、エネルギービーム発生器である半導体レーザ１３１および半導体レー
ザ２３１が取りつけられる。半導体レーザ１３１から射出したエネルギービームは、コリ
メートレンズ１３２により略並行光とされビームスプリッダ２３３を通過する。半導体レ
ーザ２３１から射出したエネルギービームは、コリメートレンズ２３２により略並行光と
されビームスプリッダ２３３で反射される。この際、半導体レーザ１３１から射出してビ
ームスプリッダ２３３を通過した光の光軸と、半導体レーザ２３１から射出してビームス
プリッダ２３３で反射した光の光軸ととが完全に平行で無く、僅かに角度を有するように
半導体レーザ１３１、コリメートレンズ１３２、半導体レーザ２３１、コリメートレンズ
２３２、ビームスプリッダ２３３の位置を調整する。半導体レーザ１３１および半導体レ
ーザ２３１を射出したそれぞれの光はビームスプリッダ１３３を通過し、対物レンズ１３
０を通過して、記録媒体１００の記録面に焦点を形成する。この時、半導体レーザ１３１
から射出た光の光軸と、半導体レーザ２３１から射出した光の光軸ととが僅かに角度を有
するため、記録面における焦点スポットは僅かにズレを生じている。このズレは、記録媒
体の略半径方向となっている。
【００３１】
対物レンズ１３０から射出した光の一部は記録媒体１００で反射され、対物レンズ１３０
を通過し、ビームスプリッダ１３３で反射され、検出レンズ１３４で集光され、光検出器
１３５で光強度を検出される。光検出器１３５は、受光エリアが複数に分割されている。
それぞれの受光エリアで検出された光強度はアンプ１５２で増幅されると共に演算され、
対物レンズ１３０で集光された光スポットと記録媒体１００との相対的な位置関係の情報
（サーボ信号）と情報読み出し信号とが検出される。サーボ信号はサーボコントローラ１
５１に送られる。また、読み出し信号はウォブル検出回路１７１を通してデコーダ１５３
に送られる。
【００３２】
情報の記録再生装置に記録媒体１００が取りつけられ、チャッキング機構１１２が記録媒
体１００を固定すると、検出器１４０が作動し、その信号をシステムコントローラ１５０
に送る。システムコントローラ１５０はそれを受けて、モーター１１０を制御して記録媒
体１００を適切な回転数となるように回転させる。また、システムコントローラ１５０は
、回転モーター１１８を制御して、ケース１１７を適切な位置に位置決めする。また、シ
ステムコントローラー１５０は半導体レーザ１３１および半導体レーザ２３１を発光させ
ると共に、サーボコントローラ１５１を動作させて回転モータ１１８を動作させたりコイ
ル１２２に電流を流して、対物レンズ１３０の形成する焦点スポットを記録媒体１００の
上の所定の位置に位置決めする。ついで、サーボコントローラ１５１は焦点スポットが記
録媒体１００上に形成された由の信号をシステムコントローラ１５０に送る。システムコ
ントローラ１５０はデコーダ１５３に指示を与え、読み出される信号をデコードする。読
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み出されるトラックがコントロールデータゾーンの情報トラックでない場合、システムコ
ントローラ１５０はサーボコントローラ１５１に指示を与え、焦点スポットがコントロー
ルデータゾーンの情報トラックに位置決めされるようにする。上記の動作の結果、システ
ムコントローラー１５０はコントロールデーターゾーンの情報トラックを読み取り、記録
や再生に関する媒体の情報を読み出す。
【００３３】
入力コネクタ１５９を介して上位コントローラから情報書き込みの指示及び書き込むべき
情報が送られてきた場合、システムコントローラ１５０はサーボコントローラ１５１に指
示を与えて焦点スポットを記録媒体１００の上の適切なトラックに位置決めする。書き込
むべき情報はパターン生成回路１５５に伝えられる。パターン生成回路１５５は、システ
ムコントローラ１５０に指示されるセクター内の記録情報配置の方法に沿って、セクター
内に記録すべきユーザーデータエリアの情報、ユーザーデータ－エリアに先行して付随す
べき記録情報配置（バッファやその他のフィールド）、ユーザーデータエリアに引き続い
て付随すべき記録情報配置（バッファやその他のフィールド）をアレンジし、セクター内
での記録情報配置のパターン列を完成する。パターン生成回路１５５は、自ら生成した記
録パターンの一つ一つを順次にレーザドライバ回路１５４に送る。レーザドライバ回路１
５４は、パターン生成回路１５５から送られてきた書き込むべき記録マークパターンに応
じて、半導体レーザ１３１および半導体レーザ２３１に注入する電流値を変化させる。こ
の際、半導体レーザ１３１および半導体レーザ２３１に注入する電流の和は一定に保ち、
夫々のレーザに配分する電流の割合を変化させる。半導体レーザ１３１および半導体レー
ザ２３１の射出光は、対物レンズ１３６を通して記録媒体１００に照射され、これにより
記録媒体上に記録ドメインを形成する。記録ドメインの形成の手法については図１にて説
明した方法と同様である。
【００３４】
入力コネクタ１５９を介して上位コントローラから情報再生の指示を送ってきた場合、シ
ステムコントローラ１５０はサーボコントローラ１５１に指示を与えて焦点スポットを記
録媒体１００の上の適切なトラックに位置決めする。光検出器１３５で得られた信号はア
ンプ１５２により増幅され、ウォブル検出器１７１およびデコーダ１５３を通して再生信
号がシステムコントローラ１５０に送られると同時に出力コネクタ１５８を通して読み出
した情報を上位コントローラに送る。
【００３５】
以上の構成により常に安定した記録ドメインを形成可能である信頼性の高い情報の記録再
生装置が構成できるという効果がある。また、多値化によりより高密度の情報の記録再生
装置が構成できるという効果がある。
【００３６】
2つのスポット照射する方法として，以上詳述した方法に変えて，出射ビームの方向や角
度を変える機能を持ったレーザを用いる方法もある。この場合，光学系の構成や調整が簡
単になるが，レーザ自体が複雑になるという欠点もあり，実際には，レーザの作製コスト
と光学系の調整コストを比較して選択すればよい。いずれにしても，上述した本発明の高
密度化の効果は上述と同様にえられる。
【００３７】
【発明の効果】
上記構成により、安定した、高い記録密度を達成できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例であり、本発明の作用を示した説明図。
【図２】図１を部分拡大した説明図である。
【図３】本発明の別な実施例。
【図４】本発明の別な実施例。
【図５】本発明の光ヘッド光学系の実施例。
【図６】本発明の再生方式の説明図。
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【図７】本発明の実施例の記録マーク形状を示す図。
【図８】本発明の実施例の再生信号の例。
【符号の説明】
１・・・交差領域
２・・・交差領域
３・・・エネルギービーム
４・・・エネルギービーム
５・・・対物レンズ
６・・・記録ドメイン
７・・・記録面
１０・・・分布
１１・・・分布
１２・・・分布
２０・・・分布
２１・・・分布
２２・・・分布
３０・・・分布
３１・・・分布
３２・・・分布
４０・・・断面
４１・・・凹凸ストライプ
５１・・・千鳥マーク
５２・・・千鳥マーク
１００・・・記録媒体
１０８・・・筐体
１１０・・・モーター
１１１・・・回転軸
１１２・・・チャッキング機構
１１５・・・レール
１１６・・・レールガイド
１１７・・・ケース
１１８・・・回転モータ
１１８・・・回転モーター
１１９・・・直線ギア
１２０・・・回転ギア
１２１・・・磁石
１２２・・・コイル
１２３・・・サスペンション
１３０・・・対物レンズ
１３１・・・半導体レーザ
１３２・・・コリメートレンズ
１３３・・・ビームスプリッダ
１３４・・・検出レンズ
１３５・・・光検出器
１３６・・・対物レンズ
１４０・・・検出器
１５０・・・システムコントローラ
１５０・・・システムコントローラー
１５１・・・サーボコントローラ
１５２・・・アンプ
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１５３・・・デコーダ
１５４・・・レーザドライバ回路
１５５・・・パターン生成回路
１５８・・・出力コネクタ
１５９・・・入力コネクタ
１７１・・・ウォブル検出回路
２３１・・・半導体レーザ
２３２・・・コリメートレンズ
２３３・・・ビームスプリッダ
６６・・・偏光ビームスプリッタ（ PBS）
６７・・・立ち上げミラー
６８・・・対物レンズ
６９・・・１／４波長板
６１１，６１２・・・レーザ
６２１，６２２・・・分割検出器
６３１，６３２・・・コリメータレンズ
６４１，６４２・・・回折格子
６５１・・・１／２波長板。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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